
 
 

重 要 事 項 説 明 書 
 

『訪問入浴介護』・『介護予防訪問入浴介護』 

 
この「重要事項説明書」は、うちんく訪問入浴 渋谷（以下「当社」と言う）が利用者や利

用者のご家族（以下「利用者」と言う）に対し、サービスを提供するにあたり、重要事項をご

説明するものです。 

 

1 事業者 

 

事 業 者 名 称 株式会社ワカシ 

代 表 者 氏 名 窪田 友樹 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

東京都八王子市元八王子町 1-437-1グランシャリオラピタ 2B 

本社 Tel：042-634-9979             Fax:042-634-9978  

法人設立年月日 2022年 2月 2日 

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

 

事 業 所 名 称 うちんく訪問入浴 渋谷 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 

1371304047 

「指定年月日」 令和 6年 4月 1日  

「サービスの種類」 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護 

事 業 所 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿 4-12-14 

連 絡 先  

相 談 担 当 者 名 

Tel:03-5422-7305                    Fax:03-5422-7306 

伊佐 邦夫 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

渋谷区、港区、目黒区、新宿区、世田谷区、杉並区、品川区（その他地

域はご相談下さい） 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

 

事 業 の 目 的 

事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を

定め、事業所の看護師、准看護師及び介護職員が、要介護状態又は要支

援状態にある者に対し、適正な指定訪問入浴介護等を提供することを目

的とする。 

運 営 の 方 針 

事業所の訪問入浴介護従事者は、要介護者等の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境に応じて、その利用者が可能な限り居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅

における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、

心身機能の維持等を図る。また、事業の実施にあたっては、関係区市町

村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 



(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4) サービス提供可能な曜日と時間帯 

サービス提供日 月曜日～土曜日 (日曜日及び年末年始 12月 31日～1月 3日はお休み) 

サービス提供時間 8：30～17：30（その他の時間に関してはご相談下さい） 

 

(5) 事業所の職員体制 

管理者 伊佐 邦夫 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管

理

者 

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行います。 

2 従業者に、法令等規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

常 勤 １名 

看
護
職
員 

1 居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、訪問入浴介護及び介護

予防訪問入浴介護（以下、「訪問入浴介護等」と言う）のサービス

を提供します。 

2 入浴前後の利用者の心身の状況の把握のため、バイタルチェック

（体温・血圧・心拍数の測定など）を行います。 

１名以上 

介
護
職
員 

1 居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、訪問入浴介護等のサー

ビスを提供します。  
２名以上 

                    ※看護職員又は介護職員のうち、１名以上は常勤 

3 サービスの提供方法、内容及び利用料等について 

当社が提供するサービスのご利用料金は、「ケアプラン」に基づくサービスの利用実績に準じ

ます。 

 

(1) ご利用料金は以下の通りです。 

① 介護保険給付内サービス 

介護保険給付内サービスのご利用にあたっては、介護保険対象費用の総額から保険請求額

を差し引いたご利用料金を利用者の自己負担分として申し受けます。（利用者は受領委任払

いとし、当社は法定代理受領するため、保険請求額を事業所より国保連合会に請求して支

払いを受けます。） 

＊ご利用負担分については、別紙料金表にてご説明致します。 

 

又、介護保険給付内サービスであっても、介護保険料の滞納などがある場合は、償還払いと

なるため一旦全額をお支払い頂く場合があります。（法定代理受領以外でのサービス提供） 

その場合は、サービスを提供した証明書を交付いたします。 

尚、給付制限・減免等に関しましては、介護保険法に準じた対応とさせていただきます。 

営 業 日 月曜日～土曜日 (日曜日及び年末年始 12月 31日～1月 3日はお休み) 

営 業 時 間 8:30～17:30 



② 介護保険給付外サービス（実費負担分） 

介護保険のサービス利用にあたっては、支給限度額が設定されており、この限度額を超え

る部分のサービス費用については全額利用者負担となります。 

限度額の超過分のうち、「ケアプラン」に位置づけられている介護保険適用サービスは非課

税、その他は「個人契約」となり課税扱いとなります。 

支給限度額超過のサービス利用は、介護支援専門員等に事前にご相談下さい。又、通常の事

業の実施地域外へのサービス提供については、別途交通費を申し受けます。その場合は、通

常の事業の実施地域を越える地点からの距離で、その対象分の交通費を申し受けます。 

（通常の事業の実施地域を越えて 1ｋｍにつき 30 円） 

 

(2) 利用者が負担するご利用料金のお支払い方法については、毎月の請求金額をご指定いただい

た金融機関の口座から引き落としさせていただきます。 

  その他のお支払方法をご希望される場合は、別途ご相談ください。 

 

(3) 利用者がサービスのご利用をキャンセル（中止）する場合は、事前に必ずご連絡下さい。尚、

キャンセル料については別途いただきません。 

 

(4) 提供するサービスの内容は次の通りです。 

「入浴」利用者のご自宅等に訪問入浴車にてお伺いし、入浴の介助をいたします。 

「清拭又は部分浴」健康状態等により入浴が困難な場合にご相談し変更することがありま

す。 

 

(5) サービス提供時の留意点 

① サービス提供の前後、手洗い・手指消毒をいたします。 

② サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際し、安全及び清潔の保持に留意

し、利用者の身体に直接触れる設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消

毒したものを使用します。 

③ 安全なサービス提供を行う為、体調の確認をさせて頂きます。 

その際に、必要に応じて主治医等に判断を仰ぐことがあります。 

④ 感染症等が認められた場合及び疑いがある場合、感染予防具を使用することがあります。 

⑤ 必要に応じて、ご自宅の水道・電気・ガスを使用させて頂きます。 

⑥ 訪問入浴サービスに付随しない行為に関しましては、お断りすることがありますので、 

その都度検討・確認をさせて頂きます。 

 

4 サービスの提供に当たって 

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所など

に変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていな

い等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用

者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を

行うものとします。 



 

(3) 看護職員、介護職員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて 

当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配

慮を行います。 

 

5 相談・苦情対応 

(1) 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利

用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

① 苦情があった場合には、原則として管理者が対応します。管理者が対応できない場合、他

の職員が対応しますが、その旨を直ちに管理者に報告し、当該サービス実施の担当職員か

らも事実確認を行います。 

② 苦情等の検討結果により、その責務において必要な対応を行い、再発防止等、事例検討お

よび改善措置を講じます。 

③ 管理者は、担当者及び他の従業員を加え、苦情処理に向けた事例検討を行い、以後の苦情

処理対策強化への対応を行います。 

④ 苦情等の結果を基に処理結果をまとめ、管理者は具体的な対応を指示し、早期解決に向け

対応します。 

⑤ 苦情処理結果記録を台帳に記載し、再発防止に努めます。 

⑥ 解決困難時の苦情等に関して保険者等へ連絡・調査等行います。 

(2) 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から２年間保存し

ます。 

 

6 事故発生時の対応方法 

(1) サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専

門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

(2) 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の

契約終了の日から２年間保存します。 

(3) 事業者は、賠償保険に加入しており、事業者に故意又は過失がある事故であって事業者に

法律上の損害賠償義務がある場合は損害の内容に応じて、加入する賠償責任保険を使用す

るなどして、その損害に対し、速やかに賠償をします。 

 

7 緊急時等における対応方法 

(1) サービス提供中に、利用者に病状の急変等が生じた場合、又はその他必要な場合は、主治医

又は事業所の定めた協力医療機関への連絡を速やかに行う等の必要な措置を講じるととも

に、利用者が予め指定する連絡先がある際は、申し合わせの上、連絡いたします。尚、救急

搬送を必要とする場合、事業者の対応として、必要に応じて救急隊への申し送りを行い、原

則その後の同行はできませんので、ご承知おき下さい。 

(2) 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告します。 

 

8 非常災害時等の対策 

事業者は、あらゆる非常災害等の発生を想定し、平常時より他の介護事業者等と連携及び

協力を行う体制を構築するよう努め、非常災害時もサービス提供を継続できるよう努めま

す。 



 

9 身分証携行義務 

看護職員、介護職員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者から提示を求められ

た時は、いつでも身分証を提示します。 

 

10 身体拘束等 

(1) 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身

体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録するものとします。 

(2) 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（リモート等を活用して行う事が

できるものとします。）を 3か月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年 1回

以上）実施します。 

 

11 虐待の防止のための措置に関する事項 

(1) 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を年 1回以上

開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知します。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年 1回以上実施します。 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

(2) 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし

ます。 

 

12 業務継続計画 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービス提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下『業務継続計

画』という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

13 ハラスメントに関する事項 

事業所は、適切な指定訪問入浴介護及び指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点

から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

 

 



14 秘密の保持と個人情報の保護について 

(1) 「個人情報使用同意書」に規定されている通り、利用者の個人情報に関し、事業者の介護サ

ービスの提供及び緊急時又は災害時等以外での目的では原則使用せず、又法令等で定めら

れている場合等を除き、契約期間中及び契約終了後も、利用者の許可・同意なく、第三者に

提供・漏洩することはいたしません。 

(2) 事業者は、利用者の個人情報が含まれる記録物については、管理者の指導の下、適切な取り

扱い・管理を行い、又処分の際にも、第三者への漏洩を防止する為、適切に対応いたしま

す。 

 

15 その他運営についての留意事項 

(1) 事業所は、訪問入浴介護従事者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものと

し、また、業務体制を整備します。 

① 採用時研修 採用後 3カ月以内 

② 継続研修  年 1回 

(2) この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ワカシと事業所の管理者との

協議に基づいて定めるものとします。 

 

 



※  費用額(10割分)の計算方法

単位数×１単位の単価(*1)＝費用額(１円未満切り捨て)

*1 地域区分別の1単位の単価は、事業所所在地やサービスの種類で異なります。

※  利用者負担額の計算方法

費用額 － (費用額×0.9<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額１割

費用額 － (費用額×0.8<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額２割

費用額 － (費用額×0.7<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額３割

１割 ３割

全身入浴 1266 1,444円 4,330円

介護職員２人の場合 清拭又は部分浴 1139 1,299円 3,896円

※ 入浴によりお客様の身体の状況等に支障を生じるおそれがない場合に、主治医の意見を確認した上で、
介護職員３人が訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の95/100に相当する単位数を算定します。

※ 事業所と同一敷地内建物等に居住するお客様又はこれ以外の同一建物に居住するお客様20人以上
(１月あたり)にサービスを行った場合は、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定します。

※ 事業所と同一敷地内建物等に居住するお客様50人以上(１月あたり)にサービスを行った場合は、
所定単位数の85/100に相当する単位数を算定します。

※ 中山間地域等に居住するお客様に対して、通常の事業の実施地域を越えて訪問入浴介護を行った場合
は、１回につき所定単位数の5/100に相当する単位数を算定します。

１割 ３割

１月につき 200 228円 684円

*2 新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護に関する調整を行った上で、利用者に対し

   て、初回の訪問入浴介護を行った場合

１割 ３割

１回につき 64 80円 240円

*3 看取り期の対応について方針を決め、利用者と家族から同意を得た上でサービス提供

   を行った場合、死亡日および死亡日以前30日以下に算定される加算です。

１割 ３割

*4 サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

   届け出た事業所が、利用者に対して訪問入浴介護を行った場合に算定します。

*5 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の

 　向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。

※ 上記の料金は１回あたりの単位数を円に換算し表示したものです。小数点以下は切り捨てとなるので、

１ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が生じます。

※ 市区町村の負担軽減や利用者負担軽減の制限によっては、負担する金額が変わることがありますので、

ご了承ください。

※ 区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が10割負担となります。

※ 利用者負担割合については、市区町村から交付される介護保険負担割合証をご確認ください。

訪問入浴介護費(１回につき) 単位数 費用額
利用者負担額

２割

訪問入浴介護　別紙料金表
地域区分 １単位の単価

１級地 11.40 円

その他加算 単位数 費用額
利用者負担額

２割

看護職員１人及び 14,432円 2,887円

12,984円 2,597円

初回加算(*2) 2,280円 456円

その他加算(*3) 単位数 費用額
利用者負担額

２割

看取り連携体制加算 798円 160円

その他加算(*4) 単位数 費用額
利用者負担額

２割

151円
強化加算(Ⅰ)

サービス提供体制
１回につき 44 501円 51円 101円

※基本サービス費＋各種加算・減算の単位数

要件 処遇改善加算の単位数 費用額

①キャリアパス要件

その他加算(*5)
１月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位※について算定)

上記要件をすべて満たす対象事業者

介護職員等処遇 ②月額賃金改善要件 介護報酬総単位数×10％ 左の単位数 ×

改善加算（Ⅰ） ③職場環境等改善要件 ※１単位未満の端数は四捨五入 １単位の単価



※  費用額(10割分)の計算方法

単位数×１単位の単価(*1)＝費用額(１円未満切り捨て)

*1 地域区分別の1単位の単価は、事業所所在地やサービスの種類で異なります。

※  利用者負担額の計算方法

費用額 － (費用額×0.9<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額１割

費用額 － (費用額×0.8<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額２割

費用額 － (費用額×0.7<１円未満切り捨て>) = 利用者負担額３割

１割 ３割

全身入浴 856 976円 2,928円

介護職員２人の場合 清拭又は部分浴 770 878円 2,634円

※ 入浴によりお客様の身体の状況等に支障を生じるおそれがない場合に、主治医の意見を確認した上で、
※ 介護職員３人が介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の95/100に相当する単位数を算定

します。

※ 事業所と同一敷地内建物等に居住するお客様又はこれ以外の同一建物に居住するお客様20人以上
(１月あたり)にサービスを行った場合は、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定します。

※ 事業所と同一敷地内建物等に居住するお客様50人以上(１月あたり)にサービスを行った場合は、
所定単位数の85/100に相当する単位数を算定します。

※ 中山間地域等に居住するお客様に対して、通常の事業の実施地域を越えて介護予防訪問入浴介護を
行った場合は、１回につき所定単位数の5/100に相当する単位数を算定します。

１割 ３割

１月につき 200 228円 684円

*2 新規利用者の居宅を訪問し、介護予防訪問入浴介護に関する調整を行った上で、利用

   者に対して、初回の介護予防訪問入浴介護を行った場合

１割 ３割

*3 サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

   届け出た事業所が、利用者に対して介護予防訪問入浴介護を行った場合に算定します。

*4 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の

 　向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。

※ 上記の料金は１回あたりの単位数を円に換算し表示したものです。小数点以下は切り捨てとなるので、

１ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が生じます。

※ 市区町村の負担軽減や利用者負担軽減の制限によっては、負担する金額が変わることがありますので、

ご了承ください。

※ 区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が10割負担となります。

※ 利用者負担割合については、市区町村から交付される介護保険負担割合証をご確認ください。

介護予防訪問入浴介護費(１回につき) 単位数 費用額
利用者負担額

２割

介護予防訪問入浴介護　別紙料金表

その他加算 単位数 費用額
利用者負担額

２割

看護職員１人及び 9,758円 1,952円

8,778円 1,756円

初回加算(*2) 2,280円 456円

その他加算(*3) 単位数 費用額
利用者負担額

２割

151円
強化加算(Ⅰ)

サービス提供体制
１回につき 44 501円 51円 101円

※基本サービス費＋各種加算・減算の単位数

要件 処遇改善加算の単位数 費用額

①キャリアパス要件

その他加算(*4)
１月につき(利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位※について算定)

上記要件をすべて満たす対象事業者

介護職員等処遇 ②月額賃金改善要件 介護報酬総単位数×10％ 左の単位数 ×

改善加算（Ⅰ） ③職場環境等改善要件 ※１単位未満の端数は四捨五入 １単位の単価

地域区分 １単位の単価

１級地 11.40 円

 
 

 

 



 

 

事業者より、サービスの提供開始にあたり、サービス提供に関する重要事項の説明を 

受けました。 

 

 

重要事項説明書 説明年月日 令和   年   月   日 

 

 

事

業

者 

所 在 地 

 

東京都八王子市元八王子町 1-437-1 

グランシャリオラピタ 2B 

法 人 名 

 

株式会社ワカシ 

代 表 者 名               窪田 友樹         ㊞ 

事 業 所 名 

 

うちんく訪問入浴 渋谷 

説明者氏名                                                ㊞ 

  

利用者記載 

 

利用者 

住 所 
 

 

氏 名                        ㊞  

 

代筆者 

住 所 
 

氏 名 

 

㊞  

（本人との関係） 

代筆理由 
□ 身体機能の低下により自筆が困難なため 

□ その他（                ） 

 

代理人 

住 所 
 

氏 名 

 

㊞   

（本人との関係） 

 


